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令和２年３月１３日

保護者の皆様

島根県立三刀屋高等学校

校 長 倉 崎 千 草

新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかる当面の

対応について（お願い）

このことについては、島根県教育委員会の指導をふまえ、令和２年３月２日付で

以下の①～④のとおりお知らせしています。

① 県内で感染例が判明した場合、できるだけ速やかに臨時休校措置をとる

② 当面は通常どおり授業を実施する

③ １・２年生は卒業証書授与式には出席しない

④ 部活動・体育実技（身体的接触のないものは除く）・学級を超える単位での

集会等は実施しない

幸い、本日までのところ島根県内での感染例の発生は報告されていませんが、今

後、３月２４日（水）（終業式の予定日）までの期間において感染例の発表があった

場合、下記のとおり対応することとします。皆様のご理解ご協力をお願いします。

記

□想定ケース１：登校時間中に島根県の発表及び指示があった場合

対応

学校で生徒に周知し今後の生活について指導した後帰宅させ、翌日から

臨時休業とします。

□想定ケース２：下校後及び休日に島根県の発表及び指示があった場合

対応

① 三高緊急メール及びホームページで、生徒及び保護者に周知します。

② 生徒は上記①の連絡を受けた日から数えて初めての授業日は臨時的に

登校し、学校で今後の生活について指導を受けたり、家庭学習の準備

をしたりして帰宅します。その翌日から臨時休業とします。

寄宿舎を利用している生徒は個別に相談に応じます。担任または舎務部

教員に連絡してください。(0854-45-2721)


